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生産性向上特別措置法施行規則 
 

（平成三十年六月五日内閣府令、公正取引委員会規則、個人情報保護委員会規則、総務

省令、法務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省

令、国土交通省令、環境省令、原子力規制委員会規則第一号） 

 

生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）及び生産性向上特別措置法施行

令（平成三十年政令第百八十一号）の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するた

め、生産性向上特別措置法施行規則を次のように定める。 

 

目次 

第一章 総則（第一条） 

第二章 革新的事業活動の促進 

第一節 新技術等実証の促進（第二条―第九条） 

第二節 革新的データ産業活用の促進（第十条―第十九条） 

第三章 雑則（第二十条―第二十二条） 

附 則 

 

第一章 総則 

 

（用語の定義） 

第一条 この命令において使用する用語は、生産性向上特別措置法（以下「法」とい

う。）において使用する用語の例による。 

 

第二章 革新的事業活動の促進 

第一節 新技術等実証の促進 

 

（新たな規制の特例措置の求めに係る手続） 

第二条 法第九条第一項の規定により新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実

証を実施しようとする者は、当該新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該

新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第一による要望書（次項及

び第三項において「要望書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。 

２ 二以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

３ 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、要望書を受理した日から原

則として一月以内に、当該要望書に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、

革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。 

４ 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項の意見を踏まえ、当該

求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めると
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きは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな

規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第二による通知書を当該求めをし

た者に交付するとともに、様式第三により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表

するものとする。この場合において、主務大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容

を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。 

５ 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、第三項の意見を踏まえ、当

該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又

は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、

その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を当該求めをした者に交付する

ものとする。この場合において、主務大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこと

とする旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。 

６ 法第九条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな

規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第三項に規定する期間内に同

項の意見を求めることができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を

交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を

求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及

びその理由を当該求めをした者及び革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。 

 

（解釈及び適用の確認に係る手続） 

第三条 法第十条第一項の規定により新技術等実証を実施しようとする者は、その実施

しようとする新技術等実証に係る新技術等関係規定の解釈及び当該新技術等実証に対

する当該新技術等関係規定の適用の有無について、その確認を求めるときは、当該新

技術等関係規定の内容その他の事項を記載した様式第五による照会書（次項及び第三

項において「照会書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。 

２ 二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

３ 法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、照会書を受理した日から原

則として一月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無並びにその理由について記

載した様式第六による回答書を当該求めをした者に交付するものとする。 

４ 法第十条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適

用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交

付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を

交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした

者に通知するものとする。 

 

（新技術等実証計画の認定の申請） 

第四条 法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の認定を受けようとする者

（以下この条及び次条において「申請者」という。）は、様式第七による申請書（以

下この条及び次条において「申請書」という。）を、主務大臣に提出しなければなら

ない。 
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２ 申請者が法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証又は法第十八条の規定

による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて新技術等実証の

実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該新技術等実証計

画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しな

ければならない。 

３ 主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、新技術等実証計画が法第十一条第四項

に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めるこ

とができる。 

４ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

 

（新技術等実証計画の認定） 

第五条 主務大臣は、法第十一条第一項の規定により新技術等実証計画の提出を受けた

場合において、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計

画に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添

えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。 

２ 法第十一条第一項の規定による新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前項

の意見を踏まえ、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、前項の新

技術等実証計画の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以

内に、申請者に法第十二条第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、

主務大臣は、当該新技術等実証計画の認定をする旨を、革新的事業活動評価委員会に

通知するものとする。 

３ 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八

による通知書を当該申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、

当該新技術等実証計画の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会

に通知するものとする。 

４ 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、様式第九により、当該認定の日付、当該

認定新技術等実証実施者の名称及び当該認定新技術等実証計画の内容を公表するもの

とする。 

 

第六条 法第十二条第一項の認定証の様式は、様式第十のとおりとする。 

２ 法第十二条第四項の規定による報告は、様式第十一により行わなければならない。 

３ 認定新技術等実証実施者は、法第十三条第一項の規定による新技術等実証計画の変

更をしようとする場合又は同条第二項若しくは第三項の規定による認定新技術等実証

計画の認定の取消しを受けた場合には、遅滞なく、主務大臣に認定新技術等実証計画

に係る認定証を返納しなければならない。 

４ 認定新技術等実証実施者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、当該認定証

に記載された新技術等実証の実施期間内に限り、様式第十二による申請書を主務大臣

に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、

又は汚した認定新技術等実証実施者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。 
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５ 認定新技術等実証実施者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見した

ときは、遅滞なく、主務大臣にこれを返納しなければならない。 

 

（認定新技術等実証計画の変更に係る認定の申請及び認定） 

第七条 法第十三条第一項の規定により新技術等実証計画の変更の認定を受けようとす

る認定新技術等実証実施者（第五項及び第六項において「申請者」という。）は、様

式第十三による申請書（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請書の提出は、認定新技術等実証計画の写しを添付して行わなければなら

ない。 

３ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

４ 主務大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた場

合において、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該新技術等実証計画

に係る申請書に当該新技術等実証計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添え

て、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。 

５ 第一項の変更の認定の申請に係る新技術等実証計画の提出を受けた主務大臣は、前

項の意見を踏まえ、速やかに法第十三条第六項において準用する法第十一条第四項の

定めに照らしてその内容を審査し、当該新技術等実証計画の変更の認定をするときは、

当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に法第十三条第六項にお

いて準用する法第十二条第一項の認定証を交付するものとする。この場合において、

主務大臣は、当該変更の認定をする旨を、革新的事業活動評価委員会に通知するもの

とする。 

６ 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様

式第十四による通知書を申請者に交付するものとする。この場合において、主務大臣

は、当該変更の認定をしない旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知す

るものとする。 

７ 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日

付、当該認定新技術等実証実施者の名称及び当該認定新技術等実証計画の内容を公表

するものとする。 

 

（認定新技術等実証計画の変更の指示） 

第八条 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の変更を指

示しようとするときは、革新的事業活動評価委員会に当該変更の指示の内容及びその

理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。 

２ 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の変更を指示するときは、

当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十六による通知書を当該変更の

指示を受ける認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主

務大臣は、当該変更の指示の内容及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知

するものとする。 
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（認定新技術等実証計画の認定の取消し） 

第九条 主務大臣は、法第十三条第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取

り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が

取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。 

２ 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消

そうとするときは、革新的事業活動評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその

理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。 

３ 主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、

その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認

定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該

認定を取り消す旨及びその理由を、革新的事業活動評価委員会に通知するものとする。 

４ 主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第十八により、

当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表す

るものとする。 

 

第二節 革新的データ産業活用の促進 

 

（革新的データ産業活用計画の認定の申請） 

第十条 法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の認定を受けよう

とする事業者（以下この条及び次条において「申請者」という。）は、様式第十九に

よる申請書（以下この条において「申請書」という。）を、主務大臣に提出しなけれ

ばならない。 

２ 申請者が法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証又は法第二

十五条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて革

新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書

に当該革新的データ産業活用計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての

内訳を記載した書類を添付しなければならない。 

３ 主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、革新的データ産業活用計画が法第二十

二条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出

を求めることができる。 

４ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

５ 第一項の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、原則として五

年を超えないものとし、当該期間を超えて事業を継続する場合にあっては、第十二条

（第七項を除く。）の規定に基づき新たな期間に関する革新的データ産業活用計画の

変更の認定を受けなければならない。 

 

（革新的データ産業活用計画の認定） 

第十一条 主務大臣は、法第二十二条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の
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提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、

当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則と

して一月以内（同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴く

場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する場合を除く。）に、

申請者に様式第二十の認定書を交付するものとする。 

２ 主務大臣は、前項の革新的データ産業活用計画の提出を受けた場合において、法第

二十二条第四項の規定により革新的事業活動評価委員会の意見を聴くときは、その提

出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的データ産業活用計画に係る申請

書に当該革新的データ産業活用計画に対する主務大臣の見解を記載した書類を添えて、

革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主

務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の認定をするときは、当該意見が述べられ

た日から原則として一月以内に、申請者に前項の認定書を交付するものとする。 

３ 主務大臣は、前二項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第

二十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。 

４ 主務大臣は、第二項の委員会の意見を聴く場合において、同項の認定書を交付する

ときは当該革新的データ産業活用計画を認定する旨を、前項の通知書を交付するとき

は当該革新的データ産業活用計画を認定しない旨及びその理由を、革新的事業活動評

価委員会に通知するものとする。 

５ 主務大臣は、第一項又は第二項の認定をしたときは、様式第二十二により、当該認

定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 

一 認定の日付 

二 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三 認定革新的データ産業活用計画の概要 

四 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

（認定革新的データ産業活用計画の変更に係る認定の申請及び認定） 

第十二条 認定革新的データ産業活用計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第

二十三条第一項の認定を要しないものとする。 

２ 法第二十三条第一項の規定により革新的データ産業活用計画の変更の認定を受けよ

うとする認定革新的データ産業活用事業者（以下この条において「申請者」とい

う。）は、様式第二十三による申請書（以下この条において「申請書」という。）を

主務大臣に提出しなければならない。 

３ 前項の申請書の提出は、認定革新的データ産業活用計画の写しを添付して行わなけ

ればならない。 

４ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

５ 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を

受けた場合において、速やかに法第二十二条第四項の定めに照らしてその内容を審査

し、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日

から原則として一月以内（同項の規定により主務大臣が革新的事業活動評価委員会の
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意見を聴く場合又は同条第六項の規定により個人情報保護委員会に協議する場合を除

く。）に、申請者に様式第二十四の認定書を交付するものとする。 

６ 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の提出を

受けた場合において、法第二十二条第四項の規定により革新的事業活動評価委員会の

意見を聴くときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該革新的デー

タ産業活用計画に係る申請書に当該革新的データ産業活用計画に対する主務大臣の見

解を記載した書類を添えて、革新的事業活動評価委員会に送付し、意見を聴くものと

する。この場合において、主務大臣は、当該革新的データ産業活用計画の変更の認定

をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、申請者に前項の

認定書を交付するものとする。 

７ 第二項の変更の認定の申請に係る革新的データ産業活用計画の実施期間は、当該変

更の認定の申請前の認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用を

実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。 

８ 主務大臣は、第五項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した

様式第二十五による通知書を申請者に交付するものとする。 

９ 主務大臣は、第六項の委員会の意見を聴く場合において、第五項の認定書を交付す

るときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認定する旨を、前項の通知書を交付

するときは当該革新的データ産業活用計画の変更を認定しない旨及びその理由を、革

新的事業活動評価委員会に通知するものとする。 

１０ 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十六により、当該認定

について、次に掲げる事項を公表するものとする。 

一 認定の日付 

二 認定革新的データ産業活用事業者の名称 

三 認定革新的データ産業活用計画の概要 

四 個人情報保護委員会に協議をした場合にあっては、当該協議の概要 

 

（認定革新的データ産業活用計画の変更の指示） 

第十三条 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計

画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二

十七による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的データ産業活用事業者に交付

するものとする。 

２ 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の変

更を指示しようとする場合において、同項の規定により革新的事業活動評価委員会に

意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由

を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。 

 

（認定革新的データ産業活用計画の認定の取消し） 

第十四条 主務大臣は、法第二十三条第二項の規定により認定革新的データ産業活用計

画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十八による通知

書を当該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。 

２ 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認
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定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十八による通知書を当

該認定が取り消される認定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。 

３ 主務大臣は、法第二十三条第三項の規定により認定革新的データ産業活用計画の認

定を取り消そうとする場合において、同項の規定により革新的事業活動評価委員会の

意見を聴くときは、革新的事業活動評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその

理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。 

４ 主務大臣は、認定革新的データ産業活用計画の認定を取り消したときは、様式第二

十九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの

理由を公表するものとする。 

 

（安全管理に関する確認の申請及び確認） 

第十五条 法第二十六条第一項の確認を受けようとする認定革新的データ産業活用事業

者（第四項及び第五項において「申請者」という。）は、様式第三十による申請書

（以下この条において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。 

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

一 認定革新的データ産業活用計画の写し 

二 法第二十六条第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していること

を説明した書類 

３ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

４ 主務大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十六条第一項に規定

するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該特定革新的デー

タ産業活用に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたと

きは、申請者に様式第三十一による確認書を交付するものとする。 

５ 主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三

十二による通知書を申請者に交付するものとする。 

 

（安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認） 

第十六条 特定革新的データ産業活用事業者は、前条第四項の規定により確認を受けた

安全管理の内容を変更しようとするときは、様式第三十三による申請書（以下この条

において「申請書」という。）を主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微

な変更については、この限りではない。 

２ 前項の申請書の提出は、前条第四項の規定により交付された確認書の写しを添付し

て行わなければならない。 

３ 二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

４ 主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十六条

第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該変

更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当
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該申請をした特定革新的データ産業活用事業者に様式第三十四による確認書を交付す

るものとする。 

５ 主務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三

十五による通知書を当該特定革新的データ産業活用事業者に交付するものとする。 

 

（情報処理推進機構等による調査の結果の通知） 

第十七条 生産性向上特別措置法施行令（以下「政令」という。）第七条の主務省令で

定める様式は、様式第三十六とする。 

 

（特定革新的データ産業活用事業者による国の機関等に対するデータの提供の求めの

申請） 

第十八条 法第二十六条第一項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータ

の提供を求めようとする特定革新的データ産業活用事業者は、認定革新的データ産業

活用計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載し

た様式第三十七による提供依頼申出書（以下この条において「申出書」という。）を

主務大臣に提出しなければならない。 

２ 二以上の主務大臣に申出書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、

他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申出書は、当該一の

主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。 

３ 法第二十六条第二項の規定によりデータを提供する主務大臣は、申出書を受理した

日から原則として一月以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十八による提供通

知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。 

一 データの内容 

二 データの提供の方法 

三 データの提供の準備に要する期間 

四 納付すべき手数料の額 

五 前号の手数料を減額し、又は免除した場合においては、その旨及び減額し、又は

免除した額 

六 その他データの提供に必要な事項 

４ 法第二十六条第三項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から

原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した様式第三

十九による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。 

５ 法第二十六条第四項の規定によりデータの提供を要請する主務大臣は、申出書を受

理した日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等

又は他の関係行政機関の長（その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の

当該他の関係行政機関の長を含む。第十項から第十五項までにおいて同じ。）に対し、

当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した様式第四十による通知書を

当該データの提供の求めをした者に交付するものとする。 

６ 法第二十六条第五項の規定により通知をする主務大臣は、申出書を受理した日から

原則として二週間以内に、当該データの提供の要請を行わない旨及びその理由を記載

した様式第四十一による通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものと
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する。 

７ 法第二十六条第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前四項に規定する期間

内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場

合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めを

した者に通知するものとする。 

一 第三項又は第四項の場合 一月 

二 第五項又は前項の場合 二週間 

８ 法第二十六条第六項の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第五項の

規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、第三項各号に掲

げる事項を記載した様式第三十八による提供通知書を主務大臣に送付するものとする。

この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交

付するものとする。 

９ 法第二十六条第七項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定に

より主務大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わな

い旨及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を主務大臣に送付するものと

する。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした

者に交付するものとする。 

１０ 法第二十六条第八項の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、

第五項の規定により主務大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、当該

データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するととも

に、その旨を記載した様式第四十による通知書を主務大臣に送付するものとする。こ

の場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付

するものとする。 

１１ 法第二十六条第九項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第五項の規定

により主務大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、前項の公共機関等

に要請を行わない旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を主務大臣に

送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を当該データの提

供の求めをした者に交付するものとする。 

１２ 第五項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前四項に規定する期間内

に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合

には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞ

れ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通

知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第一項の規定

による求めをした者に通知するものとする。 

一 第八項又は第九項の場合 一月 

二 第十項又は前項の場合 二週間 

１３ 法第二十六条第十項の規定によりデータを提供する公共機関等は、第五項又は第

十項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、第三項各号に掲げる事

項を記載した様式第三十八による提供通知書を当該要請をした主務大臣又は関係行政

機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係
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行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受

けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するものとす

る。 

１４ 法第二十六条第十二項の規定により通知をする公共機関等は、第五項又は第十項

の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨

及びその理由を記載した様式第三十九による通知書を当該要請をした主務大臣又は関

係行政機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受け

た関係行政機関の長は、当該通知書を主務大臣に送付するものとし、当該通知書の送

付を受けた主務大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした者に交付するも

のとする。 

１５ 第五項又は第十項の規定による要請を受けた公共機関等は、前二項に規定する期

間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある

場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びそ

の理由を当該要請をした主務大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。この

場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内容を主務大臣に

通知するものとし、当該通知を受けた主務大臣は、当該通知の内容を第一項の規定に

よる求めをした者に通知するものとする。 

１６ 第三項、第八項又は第十三項の通知書の交付を受けた者は、当該通知書の交付を

受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した主務大臣、関係行政機関

の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、次条第一項に定める書面を

提出しなければならない。 

１７ 前項の書面を受理した主務大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限

り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の者にデータを提供するもの

とする。 

 

（国の機関等によるデータの提供の手数料） 

第十九条 政令第五条第三項の主務省令で定める書面は、様式第四十二により、前条第

三項、第八項又は第十三項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方

法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。 

２ 政令第五条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、前項に規定する書面

の提出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、主務大臣又は関

係行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当

該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 

一 主務大臣又は関係行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 

二 特許庁にあっては生産性向上特別措置法に基づく手数料の納付手続の特例に関す

る省令（平成三十年財務省令第四十三号）別紙書式の納付書により納付する方法 

三 政令第五条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はそ

の部局若しくは機関の事務所（当該公示に係るものに限る。）において現金で納付

する方法 

３ 前項の規定にかかわらず、主務大臣又は関係行政機関の長は、前項本文に規定する

方法によることができないときは、政令第五条第三項第三号に規定する方法として、
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前項各号に掲げる方法を指定することができる。 

 

第三章 雑則 

 

（革新的データ産業活用計画に関する権限の委任） 

第二十条 革新的データ産業活用計画に関する総務大臣の権限は、当該革新的データ産

業活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通

信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）に委任するものとする。ただし、総務大臣

が自らその権限を行うことを妨げない。 

２ 革新的データ産業活用計画に関する経済産業大臣の権限は、当該革新的データ産業

活用計画の革新的データ産業活用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業

局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げ

ない。 

 

（実施状況の報告） 

第二十一条 認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実

施状況を、定期的に、様式第四十三により主務大臣に報告しなければならない。 

２ 認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、そ

の状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。 

３ 認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時

における実施状況について、原則として終了後三月以内に、様式第四十四により、主

務大臣に報告をしなければならない。 

４ 認定革新的データ産業活用事業者は、認定革新的データ産業活用計画の実施期間の

各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、

様式第四十五により、主務大臣に報告をしなければならない。 

５ 特定革新的データ産業活用事業者は、その革新的データ産業活用計画の実施期間に

おいて、その特定革新的データ産業活用が法第二十六条第一項に規定するデータの安

全管理に係る基準に適合することについて、原則として各事業年度終了後三月以内に、

様式第四十六により、主務大臣に報告をしなければならない。この場合において、法

第二十八条第二項の規定により法第二十六条第一項の確認をするために必要な調査を

情報処理推進機構等に行わせた主務大臣は、速やかに当該報告の内容を情報処理推進

機構等に通知するものとする。 

 

（立入検査の証明書） 

第二十二条 法第三十条の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式

第四十七によるものとする。 

 

附 則 

 

この命令は、生産性向上特別措置法の施行の日（平成三十年六月六日）から施行する。 


